令和　　　年　　　月　　　日
　「介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業　　　　　　　　
(介護予防訪問介護相当サービス)」重要事項説明書

社会福祉法人高取町社会福祉協議会

当事業所はご契約者に対して介護予防・日受生活支援総合事業における第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

	※当サービスの利用は、原則として要支援認定の結果「要支援」と認定された方が対象となります。要介支援認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
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１．事業者

（１）法人名       社会福祉法人　高取町社会福祉協議会

（２）法人所在地     奈良県高市郡高取町観覚寺１０２３番地

（３）電話番号       ０７４４－５２―３８６５
（４）代表者氏名     理事長　　喜　多　　功
（５）設立年月       昭和４６年１１月１１日

２．事業所の概要
（１）事業所の種類   
予防訪問介護相当サービス　平成30年４月１日指定　高介護第79号
（２）事業の目的   　   　事業所の訪問介護員等は、要支援者の心身の特性を踏まえ
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる　よう、入浴排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うなう。

（３）事業所の名称   　　 社会福祉法人高取町社会福祉協議会

平成１８年４月１日指定　奈良県６１４号の４３２
（４）事業所の所在地  　　奈良県高市郡高取町観覚寺９９０番地の１
（５）電話番号      　　　０７４４－５２－３８６５
（６）事業所長（管理者）　氏名    北　育子
（７）当事業所の運営方針
事業所の訪問介護員等が、要介護支援状態にある高齢者に対し適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

（８）開設年月     　　　 平成１８年４月１日

（９）事業所が行っている他の業務
  　　　　　　　　　　　　当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。

　　　[訪問介護事業]　　　 平成１２年１月３１日指定　　奈良県２２６号の１２７

[居宅介護支援事業］　平成１２年３月３１日指定　奈良県　２５０号の２６８  

　　
３．事業実施地域及び営業時間
（１）通常の事業の実施地域　高取町（高取町以外の方でもご希望の方はご相談ください

（２）営業日及び営業時間　
　　　　
	営業日
	月曜日～土曜日（但し、１２月２９日～１月３日は除く）

	受付時間
	月曜日～金曜日　　　　８時３０分～１７時１５分

	サービス提供時間帯
	月曜日～日曜日　　　　６時００分～１８時００分


４．職員の体制

　　当事業所では、ご契約者に対して介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)及び指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

<　　主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

	職種
	常勤
	非常勤
	常勤換算
	指定基準
	職務の内容

	１．事業所長（管理者）
	１名
	
	
	１名
	従業員・業務の管理

	２．サービス提供責任者
	１名
	1.0名
	
	1.0名
	利用申込調整・訪問介護員の技術指導等のサービス内容の管理、訪問介護

	３．訪問介護員
	１名
	10名
	3.5名
	2.5名
	訪問介護業務

	
	(1)介護福祉士
	１名
	5名
	2.5名
	
	

	
	(2)訪問介護養成研修１級（ヘルパー1級）課程修了者
	0名
	0名
	0名
	
	

	
	(3)訪問介護養成研修2級 （ヘルパー2級）課程修了者
	
	5名
	1.0名
	
	

	
	(4)訪問介護養成研修3級 （ヘルパー3級）課程修了者
	
	
	
	
	


※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数（例：週40時間）で除した数です。

５．当事業所が提供するサービスと利用料金

　　当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

	（１）利用料金が介護保険から給付される場合

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合


があります。
（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第4条参照）
以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。　

<サービスの概要と利用料金>

	○身体介護

　入浴・排せつ・食事等の介護を行います。

○生活援助

　調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の支援を行います。

※上記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。


· サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画（ケアプラン）において、以下の支給区分が位置づけられ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画において具体的な実施日、１回あたりの時間数や実施内容を定めます。
	支給区分
	１週間あたりのサービス提供回数

	訪問型独自　サービス11
	週１回程度(5回)

	訪問型独自　サービス12
	週2回程度(9回以上)

	訪問型独自　サービス13
	週2回を超える(13回以上)

	支給区分
	１月あたりの回数を定める場合(１回につき)

	訪問型独自　サービス21
	標準的な内容の指定相当

	訪問型独自　サービス22
	生活援助中心で所要時間が２０分以上４５分未満の場合

	訪問型独自　サービス23
	生活援助中心で所要時間が４５分以上の場合

	訪問型短時間サービス
	短時間の身体介護が中心である場合


· ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、居宅介護予防サービス計画（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画に定められます。ただし、契約者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
· ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の上、支給区分の変更、第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画の変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行ないます。
①身体介護

· 入浴介助

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。

· 排せつ介助

…排せつの介助、おむつ交換を行います。

· 食事介助

…食事の介助を行います。

· 体位変換

…体位の変換を行います。
◎自立生活支援・重度化防止のための見守り援助

利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りをしながら行う調理、配膳、掃除・整理整頓、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)を行います。
洗濯物を一緒に干したり畳んだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防などのための見守り・声かけを行います。
②生活援助

· 第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)は、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら家事等を行なうことができるように支援することを目的としています。

· そのため、下記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
· 調理

…利用者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。）

· 洗濯

…利用者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。）

· 掃除

…利用者の居室の掃除を行います。（ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。）

· 買い物代行
…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。（預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。）
③　保険給付として不適切な事例への対応について
次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービスをお断りする場合があります。
　　〇直接本人の援助に妥当しない行為
　　・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される　行為

・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車・掃除など
　　〇日常生活の援助に該当しない行為
　　・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩などペットの世話など
　　〇日常的に行われる家事の範囲を超える行為
　　・家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え
　　・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
　　・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
　　・植木の選定などの園芸
　　・正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理など

　　＜サービス利用料金＞（契約書第8条参照）

☆　利用料金、介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって次のとおりとなります。

	支給区分
	訪問型独自サービス11
週1回程度(5回)
	訪問型独自サービス12
週2回程度(9回以上)
	訪問型独自サービス13
週2回を超える(13回以上)
	訪問型独自サービス21
標準的な内容の指定相当
	訪問型独自サービス22
生活援助中心で所要時間が２０分以上４５分未満の場合
	訪問型独自サービス23
生活援助中心で所要時間が４５分以上の場合

	利用料金
	１１７６０円
	２３４９０円
	３７２７０円
	２８７０円
	１７９０　円
	２２００　円

	サービス利用にかかる自己負担（１割負担の場合）
	１１７６円
	２３４９円
	３７２７円
	２８７円
	１７９円
	２２０円


・訪問型独自短時間サービスとは短時間の身体介護が中心である場合で、１６３０円に自己負担割合をかけた額が適用されます。
※上記金額は加算算定前の利用料金です。
〇初回加算
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に以下加算があります。
	加算名
	加算額
	自己負担額

	初回加算
	月 ２，０００円
	月 ２００円×自己負担割合


〇緊急時訪問加算
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合に以下加算があります。
	加算名
	加算額
	自己負担額

	緊急時訪問介護加算
	月 ２，０００円
	月 ２００円×自己負担割合


〇介護職員処遇改善加算
厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合に、以下加算があります。
	加算名
	加算額
	自己負担額

	介護職員処遇改善加算
	算定した額の13.7％に当たる額
	左記加算割合×総単位数×自己負担割合


〇特定処遇改善加算
経験や技能のある職員への処遇改善を目的としたもので、特に「資質の向上」や　　　　　「労働環境・処遇の改善」への取り組みを評価する加算のことです。
地域における介護サービスの向上を目的とし、国の定める一定の条件を満たし、届け出を行うことにより適用されます。
特定処遇改善加算Ⅰは算定した額の所定の単位数に6.3％加算されます。
〇介護職員等ベースアップ等支援加算
ベースアップ等支援加算の算定には処遇改善加算Ⅰ～Ⅲを取得していることが必須要件となり、ベースアップ等支援加算も処遇改善加算と同じく、基本サービス費に加減算を加えた総単位数に加算率(2.4％)をかけて単位数を計算します。ベースアップ等支援加算は、区分支給限度基準額の算定対象外になります。
	高取町社会福祉協議会のサービスは、令和6年4月1日現在、以下の加算が適用されます。
· 初回加算

· 緊急時訪問介護加算

· 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
· 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
· 介護職員等ベースアップ等支援加算
※尚、これらの加算については、原則、自己負担割合額×加算額が利用者負担となります。


※令和６年６月以降、従来の3種類の加算である、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、「介護職員等処遇改善加算」へと統合され、処遇改善に係る加算の一本化され　新加算Ⅰは算定した額の所定の単位数に24.5％加算されます。

· ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第5条、第8条参照）＊

　　　以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金>　

　①介護保険給付の支給限度額を超える第1号訪問サービス(介護予防訪問介護相当)の利用

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。

　②複写物の交付

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。
（３）交通費（契約書第8条参照）

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。

（４）利用料金のお支払い方法（契約書第8条参照）

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので　　　　　　翌月２５日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。

	ア．当事業所指定口座への振込み

イ．利用者指定口座からの自動振替　　ご利用できる金融機関　南都銀行　郵便局　　ウ．現金支払


（５）利用の中止、変更、追加（契約書第9条参照）

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
	利用予定日の前日までに申し出があった場合
	無料

	利用予定日の前日までに申し出がなかった場合
	当日の利用料金の１０％

（自己負担相当額）


③サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

６．サービスの利用に関する留意事項

（１）サービス提供を行う訪問介護員

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。

（２）訪問介護員の交替（契約書第6条参照）

　①ご契約者からの交替の申し出

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。

　②事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第7条参照）

1 定められた業務以外の禁止

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

2 第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)の実施に関する指示・命令

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。

3 備品等の使用

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
（４）訪問介護員の禁止行為（契約書第13条参照）

訪問介護員は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行　いません。
	①医療行為
②ご契約者もしくはその家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類の預かり
③ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
④ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
⑤飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
⑥利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除・庭掃除など)
⑦身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の姓名や身体を保護するため緊急やむをえない場合を除く)

⑧その他契約者もしくはその家族等に行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為


（５）サービス提供責任者

　　サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画の作成などをはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点、サービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。訪問介護員に直接お話くださってもかまいません。
＜サービス提供責任者の業務＞

1 サービスの利用の申込みに関する調整

2 利用者の状態の変化やサービスに関する調整

3 介護予防支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など）

4 訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示

5 訪問介護員の業務の実施状況の把握

6 訪問介護員の業務管理

7 訪問介護員の研修、技術指導

8 その他サービスの内容の管理に関する必要な業務
７．虐待の防止について（契約書第11条参照）
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する責任者を選定しています。

 　　　　　　　　　　　　　虐待防止に関する責任者 　　局長　宮本美紀子 

② 虐待防止のための指針の整備をしています。

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人 等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村 に通報します。 

⑥ 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行なわないことを約束します。 た だし、やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の３要素すべて満たしているかどうかについて検討・確認し、事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します
⑦　虐待防止委員会を設置し、年１回以上開催し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止策の検討等を協議します。
８．秘密の保持と個人情報の保護について（契約書第13条参照）
（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について
　①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
　②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業員」という)は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
　③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

　④事業者は、従業員に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約内容とします。
(２)個人情報の保護について
　①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
　②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙による物のほか、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも、第三者への漏洩を防止するものとします。
　③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正などを行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担になります。)
⒐．苦情の受付について（契約書第23条参照）

（１）苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。


○苦情受付窓口（担当者）

　　　　［職名］　　局長　　宮本　美紀子　　サービス提供責任者　北　育子
　　　　○受付時間　　　毎週月曜日～金曜日　０８：３０～１７：１５
（２）行政機関その他苦情受付機関

	高取町役場

住民福祉課


	所在地　奈良県高市郡高取町観覚寺９９０番地の１

電話番号・ＦＡＸ　０７４４－５２－３３３４

受付時間　０８：３０～１７：１５

	国民健康保険団体連合会
	所在地　奈良県橿原市大久保町３０２番地の１

電話番号・ＦＡＸ　０７４４－２９－８３１９

受付時間　０９：００～１７：００

	奈良県運営適正化委員会(奈良県社会福祉協議会)

	所在地　奈良県橿原市大久保町３２０番地の１１

電話番号・ＦＡＸ　０７４４－２９－１２１２
受付時間　０９：００～１７：００


１０．事故発生時の対応方法

　（１）利用者に対する訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び利用者の家族並びに利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡して必要な措置を講じます。また、当該事故の状況及び事故に際して採った措置について記録します。

　（２）事故の原因が事業者の責めに帰する場合は、所定の手続きを経て損害賠償を速やかに行ないます。

　（３）事故発生後は、事故の起こった要因を十分に検討し、原因解明を行ない、再発防止に努めます。
１１．衛生管理等について
（１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①　事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
１２．業務継続計画の策定等について
（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
１３. ハラスメントについて
当法人におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。またサービス時 に下記のような行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サ ービス中止や契約を解除することもあります。 　
① 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
② パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で SNS 等に掲載すること。
１４. サービスの第三者評価の実施状況について
事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点からの評価は、現在のところ未実施となっています。
１５．情報の公表について
事業所において実施する事業の内容について、厚生労働省が定める介護保険法の規定に基づき、情報の公表及び施設内掲示等において公表します。
令和　　　年　　月　　日

第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
　   社会福祉法人高取町社会福祉協議会
説明者職名　　サービス提供責任者　　　　　　　　氏名　北　　育子　　　　　
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)の提供開始に同意しました。
利用者住所　　   　　　奈良県高市郡高取町
氏　　　名　　　　　　　　　
代　筆　者
＜重要事項説明書付属文書＞
１．契約締結からサービス提供までの流れ

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「介護予防サービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第3条参照）





（２）ご契約者に係る「介護予防サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。

①要支援認定を受けている場合




②要支援認定を受けていない場合

２．サービス提供における事業者の義務（契約書第11条、第12条参照）

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

	①ご契約者の人権の擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じます。
②ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します

③ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はその家族等から聴取、確認します。

④サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。
⑤契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

⑥サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

⑦事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）
· ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。

· サービス担当者会議など、契約者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。


３.損害賠償について（契約書第15条.16条参照）

　事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
４.災害時等によるサービスの変更・中止について

天候不順(降雪・台風等)又は災害、感染症によりサービスの実施、継続が困難な場合は訪問を中止、または変更させていただくことがあります。その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう関係機関とも連携を図るなどの措置を講じます。
５.緊急時における対応方法について

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。
訪問介護を実施中に、利用者の病変や急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、ご希望に添い救急車の要請、管理者・サービス提供者等へ連絡いたします。
６．サービス利用をやめる場合（契約の終了について）

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第18条参照）

	①ご契約者が死亡した場合

②要支援認定又は要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は用介護と判定された場合
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。）

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）


（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第19条.第20条参照）

　　契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その　場合には、契約終了を希望する日の２日前までに解約届出書をご提出ください。

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。

	① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合

② ご契約者が入所された場合

③ ご契約者に係る介護予防サービス計画（ケアプラン）が変更された場合

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合


（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第21条参照）

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。

	①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合


（３）契約の終了に伴う援助（契約書第18条参照）

  　 契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。

当事業所は介護保険の指定を受けています。


高取町指定　高介護第79号





①第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。





②第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画は、介護予防サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、介護第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)を変更します。





③第1号訪問サービス (介護予防訪問介護相当)計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。





介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。


第1号訪問サービスを作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。


介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます（償還払い）





作成された介護予防サービス計画に沿って、第1号訪問サービス計画を変更し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供いたします。


介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）をお支払い頂きます。





介護予防サービス計画（ケアプランの作成）





○　要支援認定の申請に必要な支援を行ないます。


第1号訪問サービス計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。


介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きます。（償還払い）





介護予防サービス計画の作成





○介護予防サービス計画（ケアプラン）を作成して頂きます。必要に応じて介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。





要支援と認定された場合





○本契約は終了します。


○居宅介護支援事業者への紹介を行います。








要介護と認定された場合





自立と認定された場合





契約は終了します。


既に実施されたサービスの利用料金は全額自己負担となります。








作成された介護予防サービス計画に沿って、第1号訪問サービス計画を変更し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。


介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）をお支払頂きます。





居宅サービス計画の作成





本事業所の訪問介護サービスが居宅サービス計画に位置づけられた場合には、訪問介護サービスについて、料金やサービス内容についてご説明し、同意いただけた場合には訪問介護サービスの提供について改めて契約を締結します。


作成されたサービス計画に沿って、第1号訪問サービス計画を作成し、それに基づき、ご契約者に訪問介護サービスを提供します。


介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）
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